
平成２４年  ６月 定例会（第３０７回）-07月 03日－06号 

 

○ 議 長 （ 国 中 憲 治 ）  次 に 、 二 十 四 番 奥 山 博 康 議 員 よ り 、 意 見 書 第 十

一 号 、 所 得 税 法 第 五 十 六 条 の 見 直 し を 求 め る 意 見 書 決 議 方 の 動 議 が 提

出 さ れ ま し た の で 、 奥 山 博 康 議 員 に 趣 旨 弁 明 を 求 め ま す 。 － － 二 十 四

番 奥 山 博 康 議 員 。  

 

◆ 二 十 四 番 （ 奥 山 博 康 ）  （ 登 壇 ） 意 見 書 第 十 一 号 、 所 得 税 法 第 五 十

六 条 の 見 直 し を 求 め る 意 見 書 （ 案 ） に つ き ま し て 、 意 見 書 案 文 の 朗 読

を も っ て 提 案 に か え さ せ て い た だ き ま す 。  

 

△ 意 見 書 第 十 一 号  

      所 得 税 法 第 五 十 六 条 の 見 直 し を 求 め る 意 見 書 （ 案 ）  

 中 小 事 業 者 は 、 地 域 経 済 の 担 い 手 と し て 、 我 が 国 経 済 の 発 展 に 貢 献

し て き た 。 そ の 中 小 事 業 者 を 支 え て い る 家 族 従 業 員 の 労 働 対 価 は 、 所

得 税 法 第 五 十 六 条 の 規 定 に よ り 、 必 要 経 費 に 算 入 し な い こ と と さ れ て

い る 。  

 事 業 主 の 所 得 か ら 控 除 さ れ る 労 働 対 価 は 、 配 偶 者 の 場 合 は 、 八 十 六

万 円 、 そ の 他 の 親 族 の 場 合 は 五 十 万 円 で あ り 、 こ の わ ず か な 控 除 が 所

得 と み な さ れ る た め 、 社 会 的 に も 経 済 的 に も 自 立 が 難 し い 状 況 と な っ

て い る 。 家 業 を 一 緒 に や り た く て も で き な い こ と が 、 後 継 者 不 足 に 拍

車 を か け て い る 。  

 税 法 上 で は 、 青 色 申 告 を 行 う こ と に よ り 、 給 与 を 必 要 経 費 に 算 入 す

る こ と が で き る も の の 、 同 じ 労 働 に 対 し 、 青 色 申 告 と い わ ゆ る 白 色 申

告 で 差 を 設 け る 制 度 は 矛 盾 し て い る と 言 え る 。  

 な お 、 ア メ リ カ 、 ド イ ツ 、 フ ラ ン ス 、 韓 国 な ど 世 界 の 主 要 国 に お い

て は 、 家 族 従 業 員 の 労 働 対 価 は 一 定 の 要 件 の 下 で 必 要 経 費 と し て 認 め

ら れ て い る と こ ろ で あ る 。  

 よ っ て 、 本 県 議 会 は 、 国 に 対 し 、 家 族 従 業 員 の 労 働 が 適 正 に 評 価 さ

れ る よ う 、 所 得 税 法 第 五 十 六 条 の 規 定 見 直 し が 行 わ れ る こ と を 強 く 要

望 す る 。  

 以 上 、 地 方 自 治 法 第 九 十 九 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。  

       平 成 二 十 四 年 七 月 三 日  

                 奈 良 県 議 会  

 何 と ぞ 、 議 員 各 位 の ご 賛 同 を 賜 り ま す よ う よ ろ し く お 願 い い た し ま

す 。  

○ 議 長 （ 国 中 憲 治 ）  二 十 九 番 今 井 光 子 議 員 。  

 



◆ 二 十 九 番 （ 今 井 光 子 ）  た だ い ま 奥 山 博 康 議 員 か ら 提 案 さ れ ま し た

意 見 書 第 十 一 号 、 所 得 税 法 第 五 十 六 条 の 見 直 し を 求 め る 意 見 書 （ 案 ）

に 賛 成 し ま す  

 

○ 議 長 （ 国 中 憲 治 ）  三 十 番 和 田 恵 治 議 員 。  

 

◆ 三 十 番 （ 和 田 恵 治 ）  た だ い ま 奥 山 博 康 議 員 か ら 提 案 さ れ ま し た 意

見 書 第 十 一 号 、 所 得 税 法 第 五 十 六 条 の 見 直 し を 求 め る 意 見 書 （ 案 ） に

賛 成 い た し ま す 。  

 

○ 議 長 （ 国 中 憲 治 ）  た だ い ま の 動 議 は 、 正 規 の 賛 成 が あ っ て 成 立 し

ま し た 。  

 よ っ て 、 直 ち に 議 題 と し ま す 。  

 お 諮 り し ま す 。  

 意 見 書 第 十 一 号 に つ い て は 、 二 十 四 番 奥 山 博 康 議 員 の 動 議 の と お り

決 す る こ と に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

       （「 異 議 な し 」 の 声 起 こ る ）  

 ご 異 議 が な い も の と 認 め 、 さ よ う に 決 し 、 会 議 規 則 第 四 十 一 条 の 二

の 規 定 に よ り 措 置 す る こ と に し ま す 。  


